
京都市交通局管理規程第１４号 

 京都市交通局職員の人事記録に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２６年３月３１日 

                           京都市公営企業管理者   

                           交通局長  西村 隆   

京都市交通局職員の人事記録に関する規程の一部を改正する規程 

京都市交通局職員の人事記録に関する規程の一部を次のように改正する。 

 別記様式付表第１第３５号を次のように改める。 

 (35) 再任用の場合 

「地方公務員法第２８条の４第１項の規定により京都市交通局職員に再任用する。 

    ○級給料月額○○円を給する 

    ○○（職種名）を命ずる 

    ○○勤務（又は職名）を命ずる 

    任期は○年○月○日までとする」 

    再任用の任期を更新する場合は 

    「地方公務員法第２８条の４第２項の規定により再任用の任期を○年○月○日ま

で更新する」 

とする。 

    再任用の任期満了により当然退職する場合は 

    「地方公務員法第２８条の４第１項（又は第２項）の規定による任期の満了によ

り退職することとなるので通知する」 

とする。 

別記様式付表第２第３５号中「定年条例第５条第１項」を「地方公務員法第２８条の４」

に改める。 

   附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 


